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自
治
基
本
条
例
と
は
？

　
自
治
基
本
条
例
は
、
地
方
分
権
の
流
れ

の
中
で
、
市
民
の
権
利
と
責
任
、
行
政
と

議
会
の
責
務
、
情
報
公
開
と
市
民
参
加
の

原
則
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
含
む
自
治

体
運
営
の
基
本
的
ル
ー
ル
を
自
治
体
が
独

自
に
定
め
る
条
例
で
す
。
自
治
体
内
で
制

定
し
て
い
る
た
く
さ
ん
の
条
例
や
規
則
な

ど
を
総
合
す
る
条
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
ま
ち
の
憲
法
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　
市
で
は
、
平
成
22
年
佐
倉
市
議
会
11
月

定
例
会
に
向
け
て
「
（仮）
佐
倉
市
自
治
基
本

条
例
」案
の
策
定
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
市
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委

員
で
構
成
す
る
「
自
治
基
本
条
例
策
定
市

民
懇
談
会
」（
座
長
：
関
谷
昇
・
千
葉
大
学

法
経
学
部
准
教
授
）
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

形
式
の
「
市
民
会
議
」、
意
見
投
書
箱
に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
懇
談
会
よ
り
「
中
間
報
告
」
が
提
示

さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、
中
間
報
告
を
も
と
に
最
終
的
な

答
申
に
向
け
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
が
目
指
す
も
の

　
私
た
ち
が
生
き
生
き
と
暮
ら
し
、
活
動

で
き
る
ま
ち
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
市

民
参
加
」、「
市
民
協
働
」
な
ど
の
仕
組
み

が
充
実
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
の
幅

広
い
参
加
と
自
治
へ
の
取
り
組
み
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
住
民
自
治
の
活
性
化
を
条

例
で
定
め
る
こ
と
で
、
市
政
へ
の
関
心
の

高
ま
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
活
発
化

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
一
方
、
地
域
に
見
出
さ
れ
る
諸
問
題
を

的
確
に
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
立

し
た
自
治
体
運
営
の
基
本
的
ル
ー
ル
を
条

例
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
開
か
れ
た
行
財
政
運
営
の
促
進
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
自
治
基
本
条
例
は
、
市
の

運
営
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
総
合
し
て
、
市

の
あ
る
べ
き
自
治
の
姿
を
定
め
る
基
本
的

な
規
範
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
豊
か
な
市
民
生
活
と
健
全
な
市
政
運

営
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

今
後
の
予
定

　
懇
談
会
か
ら
答
申
を
受
け
た
後
は
、
10

月
下
旬
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て

「
（仮）
佐
倉
市
自
治
基
本
条
例
」
案
を
公
表

し
て
ご
意
見
を
い
た
だ
く
（
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
）
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
ご
意
見
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
自
治
基

本
条
例
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課
☎
（
４
８
４
）
３
３
７
４

　
自
治
基
本
条
例
は
、
市
で
制
定
し
て
い
る
た
く
さ
ん
の
条
例
や
規
則
な
ど
を
総
合

し
、
市
政
運
営
の
基
本
的
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
か
ら
「
ま
ち
の
憲
法
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
現
在
、
そ
の
制
定
に
向
け
て
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
の
制
定
に
向
け
て

議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
向
け
て

│
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

佐
倉
市
議
会
の
取
り
組
み

　
市
議
会
で
は
、
平
成
21
年
３
月
「
議

会
改
革
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、
改

革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
、「
議
員
顕
彰
要
綱
の

廃
止
」、「
政
務
調
査
費
取
り
扱
い
基
準

の
見
直
し
」
や
「
一
般
質
問
手
法
の
見

直
し
」
な
ど
、
可
能
な
部
分
か
ら
の
改

革
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
議
会
改
革
を
進
め
る
た
め

の
「
議
会
基
本
条
例
」
の
制
定
を
目
指

し
、
22
回
に
お
よ
ぶ
委
員
会
審
議
を
経

て
、
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

議
会
基
本
条
例
と
は

　
議
会
基
本
条
例
と
は
、
議
会
運
営
の

方
法
を
定
め
る
条
例
で
す
。

　
平
成
18
年
、
北
海
道
栗
山
町
で
全
国

初
と
な
る
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
て
以

来
、
多
く
の
地
方
議
会
で
制
定
に
向
け

た
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

佐
倉
市
議
会
基
本
条
例
（
素
案
）

　
素
案
は
、
条
例
制
定
の
背
景
や
意
義

を
取
り
ま
と
め
た
前
文
の
ほ
か
、
全
10

章
28
の
条
文
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
素
案
で
は
、
市
民
や
行
政
機
関
と
の

関
係
、
議
会
審
議
の
方
法
を
明
確
に
位

置
付
け
る
な
ど
、
市
民
に
開
か
れ
た
議

会
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
条
文
を

位
置
付
け
て
い
ま
す
。
各
章
の
項
目
は

次
の
と
お
り
で
す
。

多
く
の
声
を
反
映
す
る
た
め
に

　
「
第
4
次
佐
倉
市
総
合
計
画
」
は
、

平
成
23
年
か
ら
10
年
間
を
計
画
期
間

と
す
る
長
期
計
画
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を

取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
に
は
「
佐
倉
市
総
合

計
画
策
定
基
礎
調
査
」
と
「
市
民
意

識
調
査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
度
に
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
を
対
象
と
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
懇

談
会
」
や
、
市
内
団
体
と
の
意
見
交

換
会
を
開
催
し
た
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
ご
意
見
箱
な
ど
で
も
ご
意

見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

基
本
構
想
の
策
定
に
向
け
て

　

こ
れ
ら
の
ご
意
見
を
も
と
に
、
市

で
は
庁
内
に
策
定
本
部
を
設
置
し
て

検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
今
年
３

月
か
ら
総
合
計
画
審
議
会
（
市
民
公

募
委
員
、
学
識
経
験
者
で
構
成
）
に
よ

り
審
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
現
在
、
総
合
計
画
審
議
会

か
ら
市
へ
提
出
さ
れ
た
答
申
書
に
基

づ
い
て
、
基
本
構
想
（
案
）
の
作
成

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

基
本
構
想
（
案
）
に
つ
い
て
は
、

10
月
下
旬
か
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
り
市
民
意
見
公
募
（
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
）
が
始
ま
る
予
定
で
す
。

ぜ
ひ
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
第

4
次
総
合
計
画
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課
☎（
４
８
４
）３
３
７
４

第
４
次
総
合
計
画
の
策
定
に
向
け
て

前　
文

第
１
章  

総
則

第
２
章  

議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

第
３
章  

市
民
と
議
会
と
の
関
係

第
４
章  

議
会
と
行
政
機
関
と
の
関
係

第
５
章  

議
会
に
お
け
る
審
議

第
６
章  

議
員
間
の
自
由
討
議
及
び
政
策
討
論
会

第
７
章  

委
員
会
の
活
動

第
８
章  

議
会
及
び
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備

第
９
章  

議
員
の
政
治
倫
理
、
身
分
及
び
待
遇

第
10
章  

最
高
規
範
性
及
び
継
続
的
な
検
討

　
附　
則

素
案
説
明
会
へ
の
ご
参
加
を

　
素
案
作
成
に
携
わ
っ
た
特
別
委

員
会
の
委
員
が
説
明
す
る
と
と
も

に
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
直
接
伺

い
、
成
案
と
し
て
取
り
ま
と
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

《
開
催
予
定
》　
2
時
間
程
度
を

予
定
、
申
し
込
み
不
要
で
す
。

▼
10
月
23
日
㈯
午
前
10
時
〜

　
ミ
レ
ニ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
佐
倉

▼
10
月
26
日
㈫
午
後
１
時
30
分
〜

　
根
郷
公
民
館

▼
10
月
31
日
㈰
午
後
１
時
30
分
〜

   

臼
井
公
民
館

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
乗
り
合
わ

せ
や
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ

メ
ー
ル
で
、
議
会
事
務
局
へ
。

℻
（
４
８
６
）
２
５
０
８

 gikai@
city.sakura.lg.jp

締
め
切
り　
10
月
31
日
㈰

問
議
会
事
務
局
☎
（
４
８
４
）
６

１
７
６

 

市
政
運
営
と
ま
ち
づ
く
り
の

新
た
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す

➡ 市民会議（ワークショップ）では
市民の皆さんによる意見交換を実施　

　
「
総
合
計
画
」
は
、
市
の
目
指
す
べ
き
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
ま
ち
づ

く
り
の
方
向
性
を
示
す
大
切
な
計
画
で
す
。
そ
の
最
も
重
要
な
方
針
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る「
基
本
構
想
」（
案
）に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

➡ 総合計画審議会（鈴木博会長
＝写真左）から蕨

わらび

市長へ答申書
が提出されました（9月 24 日）
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